
１１．．わわずずかかなな保保険険料料でで、、ＰＰＴＴＡＡ行行事事にに関関わわるる事事故故をを幅幅広広くく補補償償ししまますす。。  

２２．．生生徒徒やや保保護護者者、、教教師師のの皆皆ささままののＰＰＴＴＡＡ行行事事参参加加中中ののケケガガ・・食食中中毒毒をを手手厚厚くく補補償償ししまますす。。  

３３．．  ＰＰＴＴＡＡ活活動動中中のの、、第第三三者者にに対対すするる法法律律上上のの賠賠償償ややＰＰＴＴＡＡがが借借用用ししたた物物をを壊壊ししててししままっっ

たた場場合合のの賠賠償償事事故故をを補補償償ししまますす。。  

４４．．万万がが一一のの事事故故のの際際ににはは、、保保険険会会社社よよりり適適切切ななアアドドババイイススがが行行わわれれ、、かかつつ保保険険金金はは迅迅速速

にに支支払払わわれれまますす。。  
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ＰＴＡ行事総合補償制度の仕組み 

～～ＰＰＴＴＡＡ行行事事中中ののおおケケガガやや、、ＰＰＴＴＡＡ活活動動中中のの第第三三者者へへのの法法律律上上のの賠賠償償事事故故をを幅幅広広くくササポポーートト～～  

   

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

 
 
 
 

補償項目 保険金額（補償金額） 保険料  
死亡・後遺障害保険金額 ５０７．５万円 

１１世世帯帯あたり  
１８８円 

入院保険金日額（１８０日限度） １日あたり ４，０２０円 
手術保険金 ＜入院中に受けた手術＞入院保険金日額×１０倍 

＜外来で受けた手術＞  入院保険金日額× ５倍 
通院保険金日額（９０日限度） １日あたり ２，６４０円 

ＰＰＴＴＡＡ傷傷害害ににおおけけるるＰＰＴＴＡＡ行行事事ととはは  
ＰＴＡ行事とは、日本国内において、ＰＴＡが企画・立案し、主主催催・・共共催催する行事で、ＰＴＡ総会・運営委員会・スポーツ 

大会など、規則に基づく手続きを経て決定されたものをいいます。 

・ＰＴＡ行事中に被った、急激かつ偶然な外来の事故によるケガ・食中毒(※1)を補償します。 
 (※1) 細菌性食中毒およびウイルス性食中毒 

・ＰＴＡ行事への往復途上の事故も対象となります。 
 ※独立行政法人日本スポーツ振興センター法（旧日本体育・学校健康センター法）により給付対象となる傷害は 

対象となりません。 

補補償償内内容容 

対対象象者者 

①生徒・ＰＴＡ会員（父母会員(※2)･教師会員） 
②ＰＴＡ会員（父母会員(※2)･教師会員）の同居の親族 
③ＰＴＡ行事への参加が事前に認められている方(※3) 
 (※2) 父母会員とは、児童・生徒の両親をいいます。 

ただし、ＰＴＡ会員が児童・生徒の両親でない場合は、ＰＴＡ会員名簿に記名された者とします。 
 (※3) ＰＴＡ行事に参加するボランティア等をいいます。 

保保険険金金ををおお支支払払いいすするる具具体体的的なな事事例例 

・ＰＴＡ主催のソフトボール大会で骨折、入院した。 

・ＰＴＡ役員会へ行く途中に交通事故によりケガをした。 

ＰＰ ＴＴ ＡＡ 傷傷 害害 

保保険険金金額額（（補補償償金金額額））・・保保険険料料  ※※保保険険期期間間１１年年 

保保険険金金ををおお支支払払いいででききなないい主主なな場場合合 

①故意または重大な過失 
②自殺、犯罪、闘争行為 
③酒気を帯びた状態での運転、無資格運転 
④脳疾患、疾病、心神喪失 
⑤地震・噴火またはこれらによる津波 
⑥頸(けい)部症候群（いわゆる｢むちうち症｣）、腰痛等で医学的他覚所見のないもの              など 



2

   
ＰＴＡ行事総合補償制度の仕組み 

～～ＰＰＴＴＡＡ行行事事中中ののおおケケガガやや、、ＰＰＴＴＡＡ活活動動中中のの第第三三者者へへのの法法律律上上のの賠賠償償事事故故をを幅幅広広くくササポポーートト～～  

   

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

 
 
 
 

補償項目 保険金額（補償金額） 保険料  
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１１世世帯帯あたり  
１８８円 

入院保険金日額（１８０日限度） １日あたり ４，０２０円 
手術保険金 ＜入院中に受けた手術＞入院保険金日額×１０倍 

＜外来で受けた手術＞  入院保険金日額× ５倍 
通院保険金日額（９０日限度） １日あたり ２，６４０円 

ＰＰＴＴＡＡ傷傷害害ににおおけけるるＰＰＴＴＡＡ行行事事ととはは  
ＰＴＡ行事とは、日本国内において、ＰＴＡが企画・立案し、主主催催・・共共催催する行事で、ＰＴＡ総会・運営委員会・スポーツ 

大会など、規則に基づく手続きを経て決定されたものをいいます。 

・ＰＴＡ行事中に被った、急激かつ偶然な外来の事故によるケガ・食中毒(※1)を補償します。 
 (※1) 細菌性食中毒およびウイルス性食中毒 

・ＰＴＡ行事への往復途上の事故も対象となります。 
 ※独立行政法人日本スポーツ振興センター法（旧日本体育・学校健康センター法）により給付対象となる傷害は 

対象となりません。 

補補償償内内容容 

対対象象者者 

①生徒・ＰＴＡ会員（父母会員(※2)･教師会員） 
②ＰＴＡ会員（父母会員(※2)･教師会員）の同居の親族 
③ＰＴＡ行事への参加が事前に認められている方(※3) 
 (※2) 父母会員とは、児童・生徒の両親をいいます。 

ただし、ＰＴＡ会員が児童・生徒の両親でない場合は、ＰＴＡ会員名簿に記名された者とします。 
 (※3) ＰＴＡ行事に参加するボランティア等をいいます。 

保保険険金金ををおお支支払払いいすするる具具体体的的なな事事例例 

・ＰＴＡ主催のソフトボール大会で骨折、入院した。 

・ＰＴＡ役員会へ行く途中に交通事故によりケガをした。 

ＰＰ ＴＴ ＡＡ 傷傷 害害 

保保険険金金額額（（補補償償金金額額））・・保保険険料料  ※※保保険険期期間間１１年年 

保保険険金金ををおお支支払払いいででききなないい主主なな場場合合 

①故意または重大な過失 
②自殺、犯罪、闘争行為 
③酒気を帯びた状態での運転、無資格運転 
④脳疾患、疾病、心神喪失 
⑤地震・噴火またはこれらによる津波 
⑥頸(けい)部症候群（いわゆる｢むちうち症｣）、腰痛等で医学的他覚所見のないもの              など 

 

補償項目（自己負担額） 保険金額（補償金額） 保険料 
身体賠償 （自己負担額 １，０００円） １名につき １億円 ／ １事故につき ３億円 

児児童童・・生生徒徒１１名名あたり 
１０円 財物賠償 （自己負担額 １，０００円） １事故につき ５００万円 

受託物賠償 （自己負担額 ５，０００円） １名につき １０万円 ／ 保険期間中につき ５００万円 

･ＰＴＡ行事において、その管理、運営に過失や不備があり、第三者にケガをさせたり、物を壊したために法律上の賠償責 

任を負ったときに補償します。 
･ＰＴＡ行事において、第三者から借用したスポーツ用品、備品等を使用･管理中に壊したり盗まれたりしたために、その所 

有者に対し、法律上の賠償責任を負ったときに補償します。 

補補償償内内容容 

保保険険金金額額（（補補償償金金額額））・・保保険険料料  ※※保保険険期期間間１１年年 

ＰＰＴＴＡＡ賠賠償償ににおおけけるるＰＰＴＴＡＡ行行事事ととはは  
ＰＴＡ行事とは、日本国内において、ＰＴＡが企画・立案し、主主催催する行事で、ＰＴＡ総会・運営委員会・スポーツ大会など、規則に基づく

手続きを経て決定されたものをいいます。 

保保険険金金ををおお支支払払いいすするる具具体体的的なな事事例例 

･ＰＴＡ役員会中、第三者にケガを負わせてしまった。 
・ＰＴＡ総会で、使用中の借り物を落として壊してしまった。 

保保険険金金ををおお支支払払いいででききなないい主主なな場場合合 

①故意による事故   ②地震、噴火、津波による事故 
③自動車、バイク等車両による事故 
④他人との特別な約定によって加重された賠償責任 
⑤飲食物等による事故              など 

ＰＰ ＴＴ ＡＡ 賠賠  償償 

ＰＰＴＴＡＡ役役員員ププロロテテククトト 

「「PPTTAA 活活動動中中にに第第三三者者かかららいいわわれれののなないいククレレーームムをを受受けけたた」」「「身身体体・・財財物物損損害害のの無無いいククレレーームムががききててししままっったた」」等等、、近近年年はは

トトララブブルルかからら深深刻刻なな事事態態にに発発展展すするるここととももああるるたためめ、、PPTTAA 役役員員のの皆皆ささままがが安安心心ししてて PPTTAA 活活動動にに専専念念いいたただだけけるるよよううにに
トトララブブルル発発生生時時のの弁弁護護士士費費用用保保険険（（PPTTAA 役役員員ププロロテテククトト））をを開開発発ししままししたた。。  

ＰＴＡ賠償責任保険とＰＴＡ役員プロテクトの棲み分け 

※ ①であっても、示談後にクレームを受けたケースはＰＴＡ役員プロテクト補償の対象になります。 

基基本本補補償償 

被保険者（ＰＴＡおよびＰＴＡ役員）が日本国内で

行ったＰＴＡ活動に対して、第三者が被保険者に暴暴

行行､､脅脅迫迫､､強強要要､､威威力力､､セセククハハララ､､不不退退去去､､偽偽

計計､､風風説説のの流流布布おおよよびびここれれららにに類類似似すするる行行

為為を行ったことにより、被保険者が弁護士費用を負

担する場合にそのかかった費用をお支払いします。 

＋ 

クレーム対応に関する専門相談窓口（クレームコンシェル）に

常常駐駐のの弁弁護護士士ややククレレーームムココンンササルルタタンントト等が比較的

簡易なトラブルに対して適宜アドバイスいたします。 

※一般的な法律相談や法制度上の助言をいたします。  

※１回の相談時間の目安は１５分となります。  
※クレームコンシェルの利用に関して費用はかかりません。 

基基本本補補償償 専専門門相相談談窓窓口口 

PTA 賠償責任保険にて対応 
（PTA 活動中の賠償） 

①身体・財物損害を原因とする 
法律上の賠償責任 

 
トラブル行為発生 

  
①以外のクレーム 

 

 
ＰＴＡ役員プロテクト 
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補償項目 保険金額（補償金額） 保険料 
支払限度額  １事故につき １００万円 ／ 保険期間中につき１名につき １億円(期間限度額)  

児児童童・・生生徒徒 
１１名名あたり 

２円  
免責金額 （自己負担額） ０円  

※クレームコンシェルの利用に関して費用はかかりません。  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

補償項目（自己負担額） 保険金額（補償金額） 保険料 
<Ａプラン>身体賠償・財物賠償共通（自己負担額 １，０００円） １事故につき    ５０万円 児児童童・・生生徒徒１１名名あたり １００円 
<Ｂプラン>身体賠償・財物賠償共通（自己負担額 １，０００円） １事故につき ２，０００万円 児児童童・・生生徒徒１１名名あたり ２００円 

･ＰＴＡの管理下、管理下外を問わず、日本国内において、ＰＴＡの児童・生徒の行為に起因して、被保険者以外の第三者 

にケガをさせたり物を壊したために、法律上の賠償責任を負った時に補償します。 

補補償償内内容容 

保保険険金金ををおお支支払払いいすするる具具体体的的なな事事例例 

･土曜日に自転車で他人にケガをさせてしまった。    ・休日にショッピングモールで誤って商品を壊してしまった。 

保保険険金金額額（（補補償償金金額額））・・保保険険料料  ※※保保険険期期間間１１年年 

保保険険金金ををおお支支払払いいででききなないい主主なな場場合合 
 
①故意による事故   ②地震、噴火、津波による事故  ③自動車、バイク等車両による事故 
④世帯を同じくする親族に対する賠償事故                          など 
（ご注意） 
・学校管理下での事故 
 学校管理下での事故は、学校側の責任が問われる場合が多く、生徒のみの責任となることは少ないと考えられます。  
 生徒が法律上の賠償責任を負った場合が補償の対象となります。 
・スポーツ中の事故 
 同じスポーツをプレー中の者に対する事故は一般的に賠償責任が発生しないことが多く、補償の対象とならないことがあります。 

※団体割引 15％適用

児児 童童 生生 徒徒 賠賠 償償  ※ご希望により追加できます。 

① 
トラブルに 

関するご相談 

※クレームコンシェルとは一般的なトラブルを解決するための相談窓口です。 
  （受付時間：平日午前１０時から午後６時） 

② 
比較的簡易なトラブルは 

クレームコンシェル 
が適宜アドバイス 

⑤弁護士が相談・対応 

弁弁  
  

護護  
  

士士  

弁弁護護士士  

専専任任ココンンササルルタタンントト等等  

がが常常駐駐ししてていいまますす。。  

③ 
クレームコンシェルで 
解決できない相談に
関しては弁護士委任 

保保  

険険  

会会  

社社  

④ 
専門の弁護士 

を手配 

 クレームコンシェルの対応の流れ 

・クレームコンシェルの連絡先はご加入後に通知させていただきます。 
・クレームコンシェルおよび役員プロテクト補償はＰＴＡ役員向けの補償となります。 

ＰＴＡ役員以外はご対応致しかねますのでご注意ください。 

保保険険金金額額（（補補償償金金額額））・・保保険険料料  ※※保保険険期期間間１１年年 

 クレームコンシェル 
ＰＴＡ役員の皆さまにとって・・・ 
・クレームコンシェルは相談料がかからないため、気気軽軽にに相相談談ででききまますす。。 
・困った時に相談できる先が出来るため、役役員員のの皆皆ささままはは安安心心ししてて活活動動ででききまますす。。 
・難解な事案であった場合は弁弁護護士士にに委委任任すするるここととががでできき、解決に向けてご支援します。 

ＰＰ  

ＴＴ  

ＡＡ  

役役  

員員  

様様  

クレームコンシェル 
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補償項目 保険金額（補償金額） 保険料 
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児児童童・・生生徒徒 
１１名名あたり 

２円  
免責金額 （自己負担額） ０円  
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補償項目（自己負担額） 保険金額（補償金額） 保険料 
<Ａプラン>身体賠償・財物賠償共通（自己負担額 １，０００円） １事故につき    ５０万円 児児童童・・生生徒徒１１名名あたり １００円 
<Ｂプラン>身体賠償・財物賠償共通（自己負担額 １，０００円） １事故につき ２，０００万円 児児童童・・生生徒徒１１名名あたり ２００円 

･ＰＴＡの管理下、管理下外を問わず、日本国内において、ＰＴＡの児童・生徒の行為に起因して、被保険者以外の第三者 

にケガをさせたり物を壊したために、法律上の賠償責任を負った時に補償します。 

補補償償内内容容 

保保険険金金ををおお支支払払いいすするる具具体体的的なな事事例例 

･土曜日に自転車で他人にケガをさせてしまった。    ・休日にショッピングモールで誤って商品を壊してしまった。 

保保険険金金額額（（補補償償金金額額））・・保保険険料料  ※※保保険険期期間間１１年年 

保保険険金金ををおお支支払払いいででききなないい主主なな場場合合 
 
①故意による事故   ②地震、噴火、津波による事故  ③自動車、バイク等車両による事故 
④世帯を同じくする親族に対する賠償事故                          など 
（ご注意） 
・学校管理下での事故 
 学校管理下での事故は、学校側の責任が問われる場合が多く、生徒のみの責任となることは少ないと考えられます。  
 生徒が法律上の賠償責任を負った場合が補償の対象となります。 
・スポーツ中の事故 
 同じスポーツをプレー中の者に対する事故は一般的に賠償責任が発生しないことが多く、補償の対象とならないことがあります。 

※団体割引 15％適用

児児 童童 生生 徒徒 賠賠 償償  ※ご希望により追加できます。 

① 
トラブルに 

関するご相談 

※クレームコンシェルとは一般的なトラブルを解決するための相談窓口です。 
  （受付時間：平日午前１０時から午後６時） 

② 
比較的簡易なトラブルは 

クレームコンシェル 
が適宜アドバイス 

⑤弁護士が相談・対応 

弁弁  
  

護護  
  

士士  

弁弁護護士士  

専専任任ココンンササルルタタンントト等等  

がが常常駐駐ししてていいまますす。。  

③ 
クレームコンシェルで 
解決できない相談に
関しては弁護士委任 

保保  

険険  

会会  

社社  

④ 
専門の弁護士 

を手配 

 クレームコンシェルの対応の流れ 

・クレームコンシェルの連絡先はご加入後に通知させていただきます。 
・クレームコンシェルおよび役員プロテクト補償はＰＴＡ役員向けの補償となります。 

ＰＴＡ役員以外はご対応致しかねますのでご注意ください。 

保保険険金金額額（（補補償償金金額額））・・保保険険料料  ※※保保険険期期間間１１年年 

 クレームコンシェル 
ＰＴＡ役員の皆さまにとって・・・ 
・クレームコンシェルは相談料がかからないため、気気軽軽にに相相談談ででききまますす。。 
・困った時に相談できる先が出来るため、役役員員のの皆皆ささままはは安安心心ししてて活活動動ででききまますす。。 
・難解な事案であった場合は弁弁護護士士にに委委任任すするるここととががでできき、解決に向けてご支援します。 

ＰＰ  

ＴＴ  

ＡＡ  

役役  

員員  

様様  

クレームコンシェル 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ＡおよびＢプランの児童生徒賠償部分については団体割引１５％適用 

手 続 日 
6/19 

～7/20

7/21 

～8/20 

8/21 

～9/20

9/21 

～10/20 

10/21 

～11/20

11/21 

～12/20 

12/21 

～1/20

1/21 

～2/20 

2/21 

～3/20

3/21 

～4/20 

4/21 

～5/20

補償開始日 8月1日 9月1日 10月1日 11月1日 12月1日 1月1日 2月1日 3月1日 4月1日 5月1日 6月1日 

１世帯あたり 

保険料 PTA 団体傷害 117733 円円 115577 円円  114422 円円 112266 円円  111100 円円 9944 円円  7799 円円 6633 円円  4488 円円 3311 円円  1166 円円

児童・生徒 

1 名あたり 

保険料 

PTA 賠   償 99 円円 99 円円  88 円円 77 円円  77 円円 66 円円  55 円円 55 円円  44 円円 33 円円  33 円円

役員プロテクト 22 円円 22 円円  22 円円 11 円円  11 円円 11 円円  11 円円 11 円円  11 円円 11 円円  11 円円

児童生徒賠償 

Ａプラン 
9922 円円 8833 円円  7755 円円 6677 円円  5588 円円 5500 円円  4422 円円 3333 円円  2255 円円 1177 円円  88 円円

児童生徒賠償 

Ｂプラン 
118833 円円 116677 円円  115500 円円 113333 円円  111177 円円 110000 円円  8833 円円 6677 円円  5500 円円 3333 円円  1177 円円

 
※ＡプランおよびＢプランについての団体割引は、本団体契約の前年の加入者数により決定しています。次年度以降、割引率が変更になる場合があります

ので、あらかじめご了承ください。 

※補償開始日を早めたい場合は、個別に取扱代理店もしくは損保ジャパンへご連絡ください。                              

保保険険料料  
中中途途加加入入のの場場合合はは補補償償開開始始月月にによよりり  

下下表表のの保保険険料料ににななりりまますす。。 

 
下記の計算式により、単位ＰＴＡの保険料を計算してください。 
 

１８８円× 

     世帯 

１０円× 

      名 

＋＋ ＋＋ 
×

×

＝＝           円円 

Ａ・Ｂいずれかのプランを選択し、 
児童・生徒数をご記入ください。 

ＰＴＡ傷害 ＰＴＡ賠償 児童生徒賠償 

合合計計保保険険料料 

      

Ａプラン  
１００円  

Ｂプラン 
２００円 

基基本本補補償償 オオププシショョンン 

      名 

      名 

※傷傷害害はは世世帯帯数数（（家家庭庭数数））、、賠賠償償はは児児童童・・生生徒徒数数でで保保険険料料をを計計算算ししまますす。。 
※ＰＴＡ傷害で教師会員は被保険者には含まれますが、保険料計算時には世帯数（家庭数）・人数には含めません。 

ＰＰＴＴＡＡ世世帯帯数数  

（（家家庭庭数数））  

をご記入ください。 

児児童童・・生生徒徒数数  

をご記入ください。 

２円× 

      名 

＋＋ 

ＰＴＡ役員 
プロテクト 

児児童童・・生生徒徒数数  

をご記入ください。 
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ごご加加入入手手続続きき  単単位位 PPTTAA ごごととににおお申申込込みみくくだだささいい。。  
同封の払込取扱票兼加入申込書をご使用になり、最寄の郵便局・ゆうちょ銀行より東京都公立中学校 PTA 協議会へ保険料をお振込みくださ

い。（振振込込手手数数料料はは振振込込人人負負担担ととななりりまますす。。） 
 
①単位 PTA 名、代表者名、住所をご記入のうえ、ご捺印ください。 

②お申し込みプランに応じて、1 世帯あたりの保険料をご記入ください。 

③PTA 世帯数をご記入ください。 

④単位 PTA の合計保険料をご記入ください。 

■ご加入の際には、加入申込書の記載内容に間違いがないか十分ご確認くださ

い。必要事項が記載されていなかったり、記載内容が事実と相違している場

合には、ご契約が解除されるか、または保険金をお支払いできないことがあ

ります。特に次の告知事項にご注意ください。 

・他の保険契約等の加入状況 

■ご加入の後にご加入内容の変更を希望される場合には、あらかじめ取扱代理

店にご通知ください。 

■ご契約者以外に保険の対象となる方(被保険者)がいらっしゃる場合には、そ

の方にもこのパンフレットに記載した内容をお伝えください。  
申込み締切日 22002244 年年 66 月月 1144 日日（（金金））  
※保険料の着金まで時間がかかるケースがございますので、余裕を持ってお手続き願います。 
※締切日を過ぎてもご加入いただけますが、補償開始が遅れるとともに申込月により保険料が異なりますのでご留意願います。   

※毎月中途でご加入いただくこともできます。（毎月 20 日が締め切りで、翌月 1 日からの補償開始となります。） 
★保険金のお支払方法等重要な事項は「この保険のあらまし」以降に記載されていますので、必ずご参照ください。 
 

ご加入に際して特にご確認いただきたい事項や､ご加入者にとって不利益になる事項等､特にご注意いただきたい事項を記載しています｡ご加入になる前に

必ずお読みいただきますようお願いします｡ 

【加入者ご本人以外の被保険者(保険の対象となる方。以下同様とします。)にも､このパンフレットに記載した内容をお伝えください｡また､ご加入の際は､

ご家族の方にもご契約内容をお知らせください｡】 

ここのの保保険険ののああららまましし((契契約約概概要要ののごご説説明明))  
 
■商品の仕組み：この商品は傷害保険普通保険約款にＰＴＡ団体傷害保険特約、賠償責任保険普通保険約款にＰＴＡ特約等各種特約、費用・利益保険普通保

険約款に業務妨害等対応費用保険特約条項（PTA 地方協議会用）をセットしたものです｡ 

■保険契約者 ：東京都公立中学校 PTA 協議会(以下「都中Ｐ」といいます。) 
■保険期間  ：2024 年７月１日午後４時から 2025 年 7 月 1 日午後４時まで１年間となります｡ 
■申込締切日 ：2024 年６月 14日(金) 中途加入は毎月 20 日締切 

■引受条件(保険金額等)､保険料､保険料払込方法等： 引受条件(保険金額等)､保険料は本パンフレットに記載しておりますので､ご確認ください｡ 
●加入対象者：都中Ｐの単位ＰＴＡ 
●被保険者 ：（PTA 団体傷害）①生徒・ＰＴＡ会員（父母会員（※１）・教師会員） ②ＰＴＡ会員（父母会員(※１）・教師会員）の同居の親族  

                          ③ＰＴＡ行事への参加が事前に認められている方（※２） 
       （PTA 賠責）各単位ＰＴＡ 
       （PTA 役員プロテクト）各単位ＰＴＡおよびその役員 

       (児童・生徒賠償)①ＰＴＡの児童・生徒 ②ＰＴＡの児童・生徒の親権者、その他の法定の監督義務者および監督義務者に代わって①の被保
険者を監督する方（①の被保険者の親族にかぎります。）（※３） 

●お支払方法・お手続方法：同封の払込取扱票兼加入申込書に必要事項をご記入のうえ、最寄の郵便局・ゆうちょ銀行より都中Ｐへお支払いください。 

●中途加入  ：保険期間の中途でご加入される場合は、毎月受付しています。その場合の保険期間は、毎月 20 日までの受付分は、受付日の翌月１日（20 
日過ぎの受付分は翌々月１日）から 2025 年 7月 1 日午後 4時までとなります。 

●中途脱退 ：この保険から脱退(解約)される場合は､取扱代理店の株式会社セゾン保険サービスまでご連絡ください｡ 

●ＡプランおよびＢプランの団体割引は、本団体契約の前年の加入者数により決定しています。次年度以降、割引率が変更になる場合がありますので、あ 
らかじめご了承ください。 

●この保険契約の保険料を定めるために用いる「保険料算出基礎」は加入時における保険料算出基礎(ＰＴＡ会員世帯数、児童・生徒数)となっており、保 

険期間終了後の確定精算はありません。 
■満期返れい金･契約者配当金：この保険には､満期返れい金･契約者配当金はありません｡ 
 

 
 
 

補補償償のの内内容容【【保保険険金金ををおお支支払払いいすするる主主なな場場合合ととおお支支払払いいででききなないい主主なな場場合合】】  
  
PPTTAA 団団体体傷傷害害保保険険  
日本国内において、被保険者が、PTA 管理下（※１）において PTA 行事（※２）（行事に参加するための所定の場所と自宅との通常経路の往復を含みます。）
参加中に、「急激かつ偶然な外来の事故(以下「事故」といいます｡)」によりケガ(身体外部から有毒ガスまたは有毒物質を偶然かつ一時に吸入、吸収した場合
に生ずる中毒症状を含み、細菌性食中毒およびウイルス性食中毒を含みます｡以下同様とします｡)をされた場合に､下記の保険金をお支払いします｡ 
(※1)「PTA の管理下」とは､PTA の指揮､監督および指導下をいいます｡ 
(※2)「PTA 行事」とは､日本国内において､所属する単位 PTA が企画・立案し､主催するまたは共催する行事で PTA 総会､運営委員会など PTA 会則(いかなる名称 

であるかを問いません。)に基づく手続きを経て決定された行事をいいます｡ 
●これらの保険金は､政府労災､健康保険､加害者からの賠償の有無などに関係なくお支払いします｡ 
(注)保険期間の開始時より前に発生した事故によるケガに対しては､保険金をお支払いできません｡ 
 
「「急急激激かかつつ偶偶然然なな外外来来のの事事故故」」ににつついいてて  
■｢急激｣とは､突発的に発生することであり､ケガの原因としての事故がゆるやかに発生するのではなく､原因となった事故から結果としてのケガまでの過程

が直接的で時間的間隔のないことを意味します｡ 
■｢偶然｣とは､｢原因の発生が偶然である｣｢結果の発生が偶然である｣｢原因・結果とも偶然である｣のいずれかに該当する予知されない出来事をいいます｡ 
■｢外来｣とは､ケガの原因が被保険者の身体の外からの作用によることをいいます｡ 
(注)靴ずれ､車酔い､熱中症､しもやけ等は､｢急激かつ偶然な外来の事故｣に該当しません｡ 

保険期間 22002244 年年 77 月月 11 日日午午後後 44 時時かからら 22002255 年年 77 月月 11 日日午午後後 44 時時ままでで  

（※１） 父母会員とは、児童・生徒の両親をいいます。ただし、ＰＴＡ会員が児童・生徒の両親でない場合は、ＰＴＡ会員名簿に記載された者とします。 
（※２） ＰＴＡ行事に参加するボランティア等をいいます。 
（※３） 児童・生徒賠償は、PTA の児童・生徒の行為に起因する事故についてのみ支払対象となります。 
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ごご加加入入手手続続きき  単単位位 PPTTAA ごごととににおお申申込込みみくくだだささいい。。  
同封の払込取扱票兼加入申込書をご使用になり、最寄の郵便局・ゆうちょ銀行より東京都公立中学校 PTA 協議会へ保険料をお振込みくださ

い。（振振込込手手数数料料はは振振込込人人負負担担ととななりりまますす。。） 
 
①単位 PTA 名、代表者名、住所をご記入のうえ、ご捺印ください。 

②お申し込みプランに応じて、1 世帯あたりの保険料をご記入ください。 

③PTA 世帯数をご記入ください。 

④単位 PTA の合計保険料をご記入ください。 

■ご加入の際には、加入申込書の記載内容に間違いがないか十分ご確認くださ

い。必要事項が記載されていなかったり、記載内容が事実と相違している場

合には、ご契約が解除されるか、または保険金をお支払いできないことがあ

ります。特に次の告知事項にご注意ください。 

・他の保険契約等の加入状況 

■ご加入の後にご加入内容の変更を希望される場合には、あらかじめ取扱代理

店にご通知ください。 

■ご契約者以外に保険の対象となる方(被保険者)がいらっしゃる場合には、そ

の方にもこのパンフレットに記載した内容をお伝えください。  
申込み締切日 22002244 年年 66 月月 1144 日日（（金金））  
※保険料の着金まで時間がかかるケースがございますので、余裕を持ってお手続き願います。 
※締切日を過ぎてもご加入いただけますが、補償開始が遅れるとともに申込月により保険料が異なりますのでご留意願います。   

※毎月中途でご加入いただくこともできます。（毎月 20 日が締め切りで、翌月 1 日からの補償開始となります。） 
★保険金のお支払方法等重要な事項は「この保険のあらまし」以降に記載されていますので、必ずご参照ください。 
 

ご加入に際して特にご確認いただきたい事項や､ご加入者にとって不利益になる事項等､特にご注意いただきたい事項を記載しています｡ご加入になる前に

必ずお読みいただきますようお願いします｡ 

【加入者ご本人以外の被保険者(保険の対象となる方。以下同様とします。)にも､このパンフレットに記載した内容をお伝えください｡また､ご加入の際は､

ご家族の方にもご契約内容をお知らせください｡】 

ここのの保保険険ののああららまましし((契契約約概概要要ののごご説説明明))  
 
■商品の仕組み：この商品は傷害保険普通保険約款にＰＴＡ団体傷害保険特約、賠償責任保険普通保険約款にＰＴＡ特約等各種特約、費用・利益保険普通保

険約款に業務妨害等対応費用保険特約条項（PTA 地方協議会用）をセットしたものです｡ 

■保険契約者 ：東京都公立中学校 PTA 協議会(以下「都中Ｐ」といいます。) 
■保険期間  ：2024 年７月１日午後４時から 2025 年 7 月 1 日午後４時まで１年間となります｡ 
■申込締切日 ：2024 年６月 14日(金) 中途加入は毎月 20 日締切 

■引受条件(保険金額等)､保険料､保険料払込方法等： 引受条件(保険金額等)､保険料は本パンフレットに記載しておりますので､ご確認ください｡ 
●加入対象者：都中Ｐの単位ＰＴＡ 
●被保険者 ：（PTA 団体傷害）①生徒・ＰＴＡ会員（父母会員（※１）・教師会員） ②ＰＴＡ会員（父母会員(※１）・教師会員）の同居の親族  

                          ③ＰＴＡ行事への参加が事前に認められている方（※２） 
       （PTA 賠責）各単位ＰＴＡ 
       （PTA 役員プロテクト）各単位ＰＴＡおよびその役員 

       (児童・生徒賠償)①ＰＴＡの児童・生徒 ②ＰＴＡの児童・生徒の親権者、その他の法定の監督義務者および監督義務者に代わって①の被保
険者を監督する方（①の被保険者の親族にかぎります。）（※３） 

●お支払方法・お手続方法：同封の払込取扱票兼加入申込書に必要事項をご記入のうえ、最寄の郵便局・ゆうちょ銀行より都中Ｐへお支払いください。 

●中途加入  ：保険期間の中途でご加入される場合は、毎月受付しています。その場合の保険期間は、毎月 20 日までの受付分は、受付日の翌月１日（20 
日過ぎの受付分は翌々月１日）から 2025 年 7月 1 日午後 4時までとなります。 

●中途脱退 ：この保険から脱退(解約)される場合は､取扱代理店の株式会社セゾン保険サービスまでご連絡ください｡ 

●ＡプランおよびＢプランの団体割引は、本団体契約の前年の加入者数により決定しています。次年度以降、割引率が変更になる場合がありますので、あ 
らかじめご了承ください。 

●この保険契約の保険料を定めるために用いる「保険料算出基礎」は加入時における保険料算出基礎(ＰＴＡ会員世帯数、児童・生徒数)となっており、保 

険期間終了後の確定精算はありません。 
■満期返れい金･契約者配当金：この保険には､満期返れい金･契約者配当金はありません｡ 
 

 
 
 

補補償償のの内内容容【【保保険険金金ををおお支支払払いいすするる主主なな場場合合ととおお支支払払いいででききなないい主主なな場場合合】】  
  
PPTTAA 団団体体傷傷害害保保険険  
日本国内において、被保険者が、PTA 管理下（※１）において PTA 行事（※２）（行事に参加するための所定の場所と自宅との通常経路の往復を含みます。）
参加中に、「急激かつ偶然な外来の事故(以下「事故」といいます｡)」によりケガ(身体外部から有毒ガスまたは有毒物質を偶然かつ一時に吸入、吸収した場合
に生ずる中毒症状を含み、細菌性食中毒およびウイルス性食中毒を含みます｡以下同様とします｡)をされた場合に､下記の保険金をお支払いします｡ 
(※1)「PTA の管理下」とは､PTA の指揮､監督および指導下をいいます｡ 
(※2)「PTA 行事」とは､日本国内において､所属する単位 PTA が企画・立案し､主催するまたは共催する行事で PTA 総会､運営委員会など PTA 会則(いかなる名称 

であるかを問いません。)に基づく手続きを経て決定された行事をいいます｡ 
●これらの保険金は､政府労災､健康保険､加害者からの賠償の有無などに関係なくお支払いします｡ 
(注)保険期間の開始時より前に発生した事故によるケガに対しては､保険金をお支払いできません｡ 
 
「「急急激激かかつつ偶偶然然なな外外来来のの事事故故」」ににつついいてて  
■｢急激｣とは､突発的に発生することであり､ケガの原因としての事故がゆるやかに発生するのではなく､原因となった事故から結果としてのケガまでの過程

が直接的で時間的間隔のないことを意味します｡ 
■｢偶然｣とは､｢原因の発生が偶然である｣｢結果の発生が偶然である｣｢原因・結果とも偶然である｣のいずれかに該当する予知されない出来事をいいます｡ 
■｢外来｣とは､ケガの原因が被保険者の身体の外からの作用によることをいいます｡ 
(注)靴ずれ､車酔い､熱中症､しもやけ等は､｢急激かつ偶然な外来の事故｣に該当しません｡ 

保険期間 22002244 年年 77 月月 11 日日午午後後 44 時時かからら 22002255 年年 77 月月 11 日日午午後後 44 時時ままでで  

（※１） 父母会員とは、児童・生徒の両親をいいます。ただし、ＰＴＡ会員が児童・生徒の両親でない場合は、ＰＴＡ会員名簿に記載された者とします。 
（※２） ＰＴＡ行事に参加するボランティア等をいいます。 
（※３） 児童・生徒賠償は、PTA の児童・生徒の行為に起因する事故についてのみ支払対象となります。 

  
保険金の種類 保険金をお支払いする主な場合 保険金をお支払いできない主な場合 

 

死亡 
保険金 

事故によりケガをされ、事故の発生の日からその日を含めて 180 日以内に死亡された場合、死亡・後遺障
害保険金額の全額をお支払いします。ただし、すでに後遺障害保険金をお支払いしている場合は、その金
額を差し引いてお支払いします。 
 

死亡保険金の額＝死亡・後遺障害保険金額の全額 
 

①故意または重大な過失 
②自殺行為、犯罪行為または闘争行
為 

③無資格運転、酒気を帯びた状態で
の運転または麻薬等により正常な
運転ができないおそれがある状態
での運転 

④脳疾患、疾病または心神喪失 
⑤妊娠、出産、早産または流産 
⑥外科的手術その他の医療処置 
⑦戦争、外国の武力行使、暴動（テ
ロ行為（※１）を除きます。）、核
燃料物質等によるもの 

⑧地震、噴火またはこれらによる津
波 

⑨頸（けい）部症候群（いわゆる「む
ちうち症」）、腰痛等で医学的他覚
所見（※２）のないもの   

⑩ピッケル等の登山用具を使用する
山岳登はん、ロッククライミング
（フリークライミングを含みま
す。）、登る壁の高さが 5ｍを超える
ボルダリング、航空機操縦（職務
として操縦する場合を除きま
す。）、ハンググライダー搭乗等の
危険な運動を行っている間の事故 

⑪自動車、原動機付自転車等による
競技、競争、興行（これらに準ず
るものおよび練習を含みます。）の
間の事故  

⑫園児・児童・生徒については、独
立行政法人・日本スポーツ振興セ
ンターの災害救済給付制度の給付
対象となりうるべき傷害 

  など 

後遺障害 
保険金 

事故によりケガをされ、事故の発生の日からその日を含めて 180 日以内に後遺障害が生じた場合、その程
度に応じて死亡・後遺障害保険金額の 4％～100％をお支払いします。ただし、お支払いする後遺障害保険
金の額は、保険期間を通じ、死亡・後遺障害保険金額を限度とします。 
 

後遺障害保険金の額＝死亡・後遺障害保険金額×後遺障害の程度に応じた割合(4％～100％) 
 

入院 
保険金 

事故によりケガをされ、入院された場合、事故の発生の日からその日を含めて 180 日以内の入院日数に対
し、１日につき入院保険金日額をお支払いします。 
 

入院保険金の額＝入院保険金日額×入院日数(事故の発生の日から 180 日以内) 
 

手術 
保険金 

 
事故によりケガをされ、事故の発生の日からその日を含めて 180 日以内にそのケガの治療のために病院ま
たは診療所において、以下①または②のいずれかの手術を受けた場合、手術保険金をお支払いします。た
だし、1 事故につき 1 回の手術にかぎります。 
なお、１事故に基づくケガに対して、入院中および外来で手術を受けたときは、＜入院中に受けた手術の
場合＞の手術保険金をお支払いします。 
①公的医療保険制度における医科診療報酬点数表に、手術料の算定対象として列挙されている手術（※1） 
②先進医療に該当する手術（※2） 
 
 
 
 
（※１）以下の手術は対象となりません。 

創傷処理、皮膚切開術、デブリードマン、骨または関節の非観血的または徒手的な整復術・整復 
固定術および授動術、抜歯手術 

（※２）先進医療に該当する手術は、治療を直接の目的としてメス等の器具を用いて患部または必要部位 
に切除、摘出等の処置を施すものにかぎります。 

通院 
保険金 

 
事故によりケガをされ、通院された場合、事故の発生の日からその日を含めて 180 日以内の通院日数に対
し、90 日を限度として、１日につき通院保険金日額をお支払いします。ただし、入院保険金をお支払いす
るべき期間中の通院に対しては、通院保険金をお支払いしません。 
 
 
 

（注１）通院されない場合であっても、骨折、脱臼、靭帯損傷等のケガをされた部位（脊柱、肋骨、胸骨、
長管骨等）を固定するために医師の指示によりギプス等（※）を常時装着したときはその日数につ
いて通院したものとみなします。  

（※）ギプス、ギプスシーネ、ギプスシャーレ、シーネその他これらと同程度に固定することができるもの
をいい、胸部固定帯、胸骨固定帯、肋骨固定帯、軟性コルセット、サポーター等は含みません。  

（注２）通院保険金の支払いを受けられる期間中に新たに他のケガをされた場合であっても、重複して通院
保険金をお支払いしません。 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

補補償償のの内内容容【【保保険険金金ををおお支支払払いいすするる主主なな場場合合ととおお支支払払いいででききなないい主主なな場場合合】】  ((続続きき))  

＜入院中に受けた手術の場合＞ 手術保険金の額＝入院保険金日額×10（倍） 
＜外来で受けた手術の場合＞ 手術保険金の額＝入院保険金日額×5（倍） 

 通院保険金の額＝通院保険金日額×通院日数（事故の発生の日から 180 日以内の 90 日限度） 

(※1) 「テロ行為」とは、政治的・社会的もしくは宗教・思想的な主義・主張を有する団体・個人またはこれと連帯するものがその主義・主張に関して行う暴力的行為を 

    いいます。 

(※2) 「医学的他覚所見」とは、理学的検査、神経学的検査、臨床検査、画像検査等により認められる異常所見をいいます。 

傷
害(

国
内
の
み
補
償) 
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PPTTAA 特特約約セセッットト賠賠償償責責任任保保険険    
賠償責任保険では､被保険者に法律上の賠償責任が生じた場合､被害者に対して支払わなければならない損害賠償金を保険金額の範囲内でお支払いします｡ 
なお､法律上の賠償責任が生じないにもかかわらず､被害者に支払われた見舞金等はお支払いの対象となりません｡  
管管理理者者賠賠償償責責任任補補償償条条項項    
 お支払いする保険金 保険金をお支払いする主な場合 保険金をお支払いできない主な場合 

 

(1)被害者に支払うべき法律上の損害保険金 
○身体賠償事故の場合  
  治療費・休業損失・慰謝料等 
○財物賠償事故の場合(借用物の損壊等を含 

みます。)  
 修理費等(時価額が限度となります。) 
※法律上の賠償責任がないにもかかわらず、被

害者に対して支払われた見舞金等は保険金の
お支払対象とはなりません。 

(2)被害者に対する応急手当、緊急措置等の費用 
(3)訴訟になった場合の訴訟費用や弁護士報酬

等(事前に損保ジャパンの承認が必要です。) 
※この保険では保険会社が被保険者に代わって 

示談交渉を行うことはできません。 

被保険者が日本国内で、PTA が企画、立案し、主催す
る PTA 団体管理下での各種学習活動および実践活動
(PTA 活動)の遂行中、PTA 行事遂行上の過失により、
児童・生徒・PTA 会員または第三者に対し、身体また
は財物に損害を与えたことによる法律上の損害賠償
責任を負担することによって被る損害を補償します。 
 
PTA が具体的に活動するにあたって第三者からスポー
ツ用品、各種教育資材を借り受けて実施する場合、PTA
団体の管理下において使用、管理している間に被保険
者の構成員である PTA 会員および児童・生徒等がスポ
ーツ用品等の借用物を損壊し、または紛失し、もしく
は盗取されたことによって被保険者(PTA)が法律上の
賠償責任を負担することによって被る損害を補償し
ます｡ 

①保険契約者または被保険者の故意 
②地震､噴火､津波などこれらに類似の自然変象 
③戦争､外国の武力行使､武装反乱その他これら
に類似の事変または暴動 

④被保険者と世帯を同じくする親族に対する事
故 

⑤PTAが所有､使用または管理する施設の改築､修
理､取り壊し等の工事に起因する賠償責任 

⑥PTA が借用した受託物の欠陥、自然の消耗もし
くは性質による破損または借用した受託物を
貸主に返還した日から 30 日を経過した後に発
見された受託物の損壊に起因する賠償責任 

⑦PTA活動の終了後のPTA活動以外の活動に起因
する賠償責任               など 

 
＊１回の事故について損害賠償金は､損害賠償金の金額が自己負担額を超過する金額とし､加入者証記載の保険金額を限度とします｡なお､損害賠償金の金額が

保険金額を超える場合の争訟費用は､保険金額の損害賠償金に対する割合によりお支払いします｡ 
＊修理費および再調達に要する費用についてはその被害にあった財物の時価額を超えない範囲でお支払いします｡ 
 
児児童童・・生生徒徒賠賠償償責責任任補補償償条条項項((ＡＡププラランン・・ＢＢププラランン))をを追追加加ししたた場場合合    

 お支払いする保険金の主な内容 保険金をお支払いできない主な場合 

 

PTA 管理下か否かを問わず、PTA の児童・生徒が日本国内にお
いて偶然な事故により他人にケガをさせたり、他人の物を壊し
たりして損害を与えた場合、児童・生徒、親権者、その他の法
定の監督義務者および監督義務者に代わって児童・生徒を監督
する方（児童・生徒の親族にかぎります。）が負担する法律上
の損害賠償責任を補償します。 
＊児童生徒賠償の被保険者は､①PTA の児童生徒②PTA の児童・

生徒の親権者、その他の法定の監督義務者および監督義務者
に代わって①の被保険者を監督する方（①の被保険者の親族
にかぎります。）となります｡ 

①保険契約者または被保険者の故意によって生じた賠償責任 
②戦争､外国の武力行使､武装反乱その他これらに類似の事変または暴動 
③地震､噴火､津波などこれらに類似の自然変象 
④被保険者と世帯を同じくする親族に対する事故 
⑤被保険者と生計を共にする別居の親族に対する賠償責任 
⑥被保険者が所有､使用または管理する財物の損壊について､その財物について正 

当な権利を有する方に対して負担する賠償責任 
⑦被保険者の心神喪失に起因する賠償責任 
⑧自動車、航空機、船舶・車両（原動力がもっぱら人力であるものを除きます。）また

は銃器（空気銃を除きます。）の所有、使用または管理に起因する賠償責任  など 
 
 
 

 
PPTTAA 役役員員ププロロテテククトト（（業業務務妨妨害害費費用用保保険険））    
 保険金をお支払いする場合 お支払いする保険金  保険金をお支払いできない主な場合 

 

被保険者（ＰＴＡおよびＰＴＡ役員）が日
本国内で行った PTA 活動に対して、他人が
被保険者に暴行、脅迫、強要、威力、セク
ハラ、不退去、偽計、風説の流布およびこ
れらに類似する行為を行ったことにより、
被保険者が弁護士費用を負担する場合に
そのかかった費用をお支払いします。 
ただし、被保険者がクレーム行為を解決す
るために、クレームコンシェルの承認を得
て負担する次に掲げる費用のうち損保ジ
ャパンが認めたものにかぎります。 

被保険者が被ったクレーム行為
について、弁護士に委任するこ
とによって発生する相談料、着
手金、報酬金、手数料、訴訟費
用および偶然な事故に対応する
ために要した実費で、必要かつ
有益な費用をいいます。なお、
顧問料および日当は含みませ
ん。 
  

①ＰＴＡ役員同士でのトラブル 
②この保険契約が初年度契約である場合において、保険期間の開始時より 
前に被保険者がクレーム行為を被った場合、または被るおそれのあるこ 
とを知っていた場合もしくは知ったと合理的に推定される場合 

③この保険契約が継続契約である場合において、初年度契約の保険期間の 
開始時より前に被保険者がクレーム行為を被った場合、または被るおそ 
れのあることを知っていた場合もしくは知ったと合理的に推定される場 
合 

④被保険者の故意もしくは重大な過失または法令違反によって生じた損害  
⑤クレーム行為を行った者に対して、被保険者が損害賠償請求を行うこと 

によって生じた損害    
          など 

 

 
保険金額は、高額療養費制度等の公的保険制度を踏まえ設定してください。公的保険制度の概要につきましては、 
金融庁のホームページ（https://www.fsa.go.jp/ordinary/insurance-portal.html）等をご確認ください  
【【ＰＰＴＴＡＡ団団体体傷傷害害保保険険・・ＰＰＴＴＡＡ賠賠償償責責任任保保険険】】     

用語 用語の定義 

先進医療 

病院等において行われる医療行為のうち、一定の施設基準を満たした病院等が厚生労働省への届出により行う高度な医療技術をいいます。対象となる
先進医療の種類については、保険期間中に変更となることがあります。詳しくは厚生労働省ホームページをご覧ください。
（https://www.mhlw.go.jp/topics/bukyoku/isei/sensiniryo/kikan.html） 

治   療 医師が必要であると認め、医師が行う治療をいいます。ただし、被保険者が医師である場合は、被保険者以外の医師による治療をいいます。 

通   院 
病院もしくは診療所に通い、または往診により、治療を受けることをいいます。ただし、治療を伴わない、薬剤、診断書、医療器具等の受領等のためのも 
のは含みません。 

入   院 自宅等での治療が困難なため、病院または診療所に入り、常に医師の管理下において治療に専念することをいいます。 

親   族 ６親等内の血族、配偶者または３親等内の姻族をいいます。  

未   婚 これまでに婚姻歴がないことをいいます。 

免責金額 支払保険金の算出にあたり、損害の額から控除する自己負担額をいいます。 
 
【【ＰＰＴＴＡＡ役役員員ププロロテテククトト】】    
 

用語 用語の定義 

【クレーム行為】  
記名被保険者が日本国内で行った業務に対して、他人が被保険者に暴行、脅迫、強要、威力、セクシャルハラスメント、不退去、偽計、風説の
流布およびこれらに類似の行為を行うことをいいます。  

【クレームコンシェル】 損保ジャパンが指定するクレーム行為を解決するための相談窓口をいいます。  

【実費】  
収入印紙代、郵便切手代、謄写料、交通費、通信費、宿泊費、調査費用その他弁護士が委任事務処理を行ううえで支払いの必要が生じた費
用をいいます。  

【訴訟費用】  調停、審判および抗告に要する費用を含みます。  

【調査費用】  翻訳料、調査料等の費用をいいます。  

補補償償のの内内容容【【保保険険金金ををおお支支払払いいすするる主主なな場場合合ととおお支支払払いいででききなないい主主なな場場合合】】  ((続続きき))  

そそのの他他ごご注注意意いいたただだききたたいいこことと  

＊１回の事故について損害賠償金は､損害賠償金の金額が自己負担額を超過する金額とし､加入者証記載の保険金額を限度とします｡なお､損害賠償金の金
額が保険金額を超える場合の争訟費用は､保険金額の損害賠償金に対する割合によりお支払いします｡ 

＊修理費および再調達に要する費用についてはその被害にあった財物の時価額を超えない範囲でお支払いします｡ 
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PPTTAA 特特約約セセッットト賠賠償償責責任任保保険険    
賠償責任保険では､被保険者に法律上の賠償責任が生じた場合､被害者に対して支払わなければならない損害賠償金を保険金額の範囲内でお支払いします｡ 
なお､法律上の賠償責任が生じないにもかかわらず､被害者に支払われた見舞金等はお支払いの対象となりません｡  
管管理理者者賠賠償償責責任任補補償償条条項項    
 お支払いする保険金 保険金をお支払いする主な場合 保険金をお支払いできない主な場合 

 

(1)被害者に支払うべき法律上の損害保険金 
○身体賠償事故の場合  
  治療費・休業損失・慰謝料等 
○財物賠償事故の場合(借用物の損壊等を含 

みます。)  
 修理費等(時価額が限度となります。) 
※法律上の賠償責任がないにもかかわらず、被

害者に対して支払われた見舞金等は保険金の
お支払対象とはなりません。 

(2)被害者に対する応急手当、緊急措置等の費用 
(3)訴訟になった場合の訴訟費用や弁護士報酬

等(事前に損保ジャパンの承認が必要です。) 
※この保険では保険会社が被保険者に代わって 

示談交渉を行うことはできません。 

被保険者が日本国内で、PTA が企画、立案し、主催す
る PTA 団体管理下での各種学習活動および実践活動
(PTA 活動)の遂行中、PTA 行事遂行上の過失により、
児童・生徒・PTA 会員または第三者に対し、身体また
は財物に損害を与えたことによる法律上の損害賠償
責任を負担することによって被る損害を補償します。 
 
PTA が具体的に活動するにあたって第三者からスポー
ツ用品、各種教育資材を借り受けて実施する場合、PTA
団体の管理下において使用、管理している間に被保険
者の構成員である PTA 会員および児童・生徒等がスポ
ーツ用品等の借用物を損壊し、または紛失し、もしく
は盗取されたことによって被保険者(PTA)が法律上の
賠償責任を負担することによって被る損害を補償し
ます｡ 

①保険契約者または被保険者の故意 
②地震､噴火､津波などこれらに類似の自然変象 
③戦争､外国の武力行使､武装反乱その他これら
に類似の事変または暴動 

④被保険者と世帯を同じくする親族に対する事
故 

⑤PTAが所有､使用または管理する施設の改築､修
理､取り壊し等の工事に起因する賠償責任 

⑥PTA が借用した受託物の欠陥、自然の消耗もし
くは性質による破損または借用した受託物を
貸主に返還した日から 30 日を経過した後に発
見された受託物の損壊に起因する賠償責任 

⑦PTA活動の終了後のPTA活動以外の活動に起因
する賠償責任               など 

 
＊１回の事故について損害賠償金は､損害賠償金の金額が自己負担額を超過する金額とし､加入者証記載の保険金額を限度とします｡なお､損害賠償金の金額が

保険金額を超える場合の争訟費用は､保険金額の損害賠償金に対する割合によりお支払いします｡ 
＊修理費および再調達に要する費用についてはその被害にあった財物の時価額を超えない範囲でお支払いします｡ 
 
児児童童・・生生徒徒賠賠償償責責任任補補償償条条項項((ＡＡププラランン・・ＢＢププラランン))をを追追加加ししたた場場合合    

 お支払いする保険金の主な内容 保険金をお支払いできない主な場合 

 

PTA 管理下か否かを問わず、PTA の児童・生徒が日本国内にお
いて偶然な事故により他人にケガをさせたり、他人の物を壊し
たりして損害を与えた場合、児童・生徒、親権者、その他の法
定の監督義務者および監督義務者に代わって児童・生徒を監督
する方（児童・生徒の親族にかぎります。）が負担する法律上
の損害賠償責任を補償します。 
＊児童生徒賠償の被保険者は､①PTA の児童生徒②PTA の児童・

生徒の親権者、その他の法定の監督義務者および監督義務者
に代わって①の被保険者を監督する方（①の被保険者の親族
にかぎります。）となります｡ 

①保険契約者または被保険者の故意によって生じた賠償責任 
②戦争､外国の武力行使､武装反乱その他これらに類似の事変または暴動 
③地震､噴火､津波などこれらに類似の自然変象 
④被保険者と世帯を同じくする親族に対する事故 
⑤被保険者と生計を共にする別居の親族に対する賠償責任 
⑥被保険者が所有､使用または管理する財物の損壊について､その財物について正 

当な権利を有する方に対して負担する賠償責任 
⑦被保険者の心神喪失に起因する賠償責任 
⑧自動車、航空機、船舶・車両（原動力がもっぱら人力であるものを除きます。）また

は銃器（空気銃を除きます。）の所有、使用または管理に起因する賠償責任  など 
 
 
 

 
PPTTAA 役役員員ププロロテテククトト（（業業務務妨妨害害費費用用保保険険））    
 保険金をお支払いする場合 お支払いする保険金  保険金をお支払いできない主な場合 

 

被保険者（ＰＴＡおよびＰＴＡ役員）が日
本国内で行った PTA 活動に対して、他人が
被保険者に暴行、脅迫、強要、威力、セク
ハラ、不退去、偽計、風説の流布およびこ
れらに類似する行為を行ったことにより、
被保険者が弁護士費用を負担する場合に
そのかかった費用をお支払いします。 
ただし、被保険者がクレーム行為を解決す
るために、クレームコンシェルの承認を得
て負担する次に掲げる費用のうち損保ジ
ャパンが認めたものにかぎります。 

被保険者が被ったクレーム行為
について、弁護士に委任するこ
とによって発生する相談料、着
手金、報酬金、手数料、訴訟費
用および偶然な事故に対応する
ために要した実費で、必要かつ
有益な費用をいいます。なお、
顧問料および日当は含みませ
ん。 
  

①ＰＴＡ役員同士でのトラブル 
②この保険契約が初年度契約である場合において、保険期間の開始時より 
前に被保険者がクレーム行為を被った場合、または被るおそれのあるこ 
とを知っていた場合もしくは知ったと合理的に推定される場合 

③この保険契約が継続契約である場合において、初年度契約の保険期間の 
開始時より前に被保険者がクレーム行為を被った場合、または被るおそ 
れのあることを知っていた場合もしくは知ったと合理的に推定される場 
合 

④被保険者の故意もしくは重大な過失または法令違反によって生じた損害  
⑤クレーム行為を行った者に対して、被保険者が損害賠償請求を行うこと 

によって生じた損害    
          など 

 

 
保険金額は、高額療養費制度等の公的保険制度を踏まえ設定してください。公的保険制度の概要につきましては、 
金融庁のホームページ（https://www.fsa.go.jp/ordinary/insurance-portal.html）等をご確認ください  
【【ＰＰＴＴＡＡ団団体体傷傷害害保保険険・・ＰＰＴＴＡＡ賠賠償償責責任任保保険険】】     

用語 用語の定義 

先進医療 

病院等において行われる医療行為のうち、一定の施設基準を満たした病院等が厚生労働省への届出により行う高度な医療技術をいいます。対象となる
先進医療の種類については、保険期間中に変更となることがあります。詳しくは厚生労働省ホームページをご覧ください。
（https://www.mhlw.go.jp/topics/bukyoku/isei/sensiniryo/kikan.html） 

治   療 医師が必要であると認め、医師が行う治療をいいます。ただし、被保険者が医師である場合は、被保険者以外の医師による治療をいいます。 

通   院 
病院もしくは診療所に通い、または往診により、治療を受けることをいいます。ただし、治療を伴わない、薬剤、診断書、医療器具等の受領等のためのも 
のは含みません。 

入   院 自宅等での治療が困難なため、病院または診療所に入り、常に医師の管理下において治療に専念することをいいます。 

親   族 ６親等内の血族、配偶者または３親等内の姻族をいいます。  

未   婚 これまでに婚姻歴がないことをいいます。 

免責金額 支払保険金の算出にあたり、損害の額から控除する自己負担額をいいます。 
 
【【ＰＰＴＴＡＡ役役員員ププロロテテククトト】】    
 

用語 用語の定義 

【クレーム行為】  
記名被保険者が日本国内で行った業務に対して、他人が被保険者に暴行、脅迫、強要、威力、セクシャルハラスメント、不退去、偽計、風説の
流布およびこれらに類似の行為を行うことをいいます。  

【クレームコンシェル】 損保ジャパンが指定するクレーム行為を解決するための相談窓口をいいます。  

【実費】  
収入印紙代、郵便切手代、謄写料、交通費、通信費、宿泊費、調査費用その他弁護士が委任事務処理を行ううえで支払いの必要が生じた費
用をいいます。  

【訴訟費用】  調停、審判および抗告に要する費用を含みます。  

【調査費用】  翻訳料、調査料等の費用をいいます。  

補補償償のの内内容容【【保保険険金金ををおお支支払払いいすするる主主なな場場合合ととおお支支払払いいででききなないい主主なな場場合合】】  ((続続きき))  

そそのの他他ごご注注意意いいたただだききたたいいこことと  

＊１回の事故について損害賠償金は､損害賠償金の金額が自己負担額を超過する金額とし､加入者証記載の保険金額を限度とします｡なお､損害賠償金の金
額が保険金額を超える場合の争訟費用は､保険金額の損害賠償金に対する割合によりお支払いします｡ 

＊修理費および再調達に要する費用についてはその被害にあった財物の時価額を超えない範囲でお支払いします｡ 
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重重要要事事項項説説明明  
 

１１．．ククーーリリンンググオオフフ   
  この保険は団体契約であり、クーリングオフの対象とはなりません。 
 
２２．．ごご加加入入時時ににおおけけるる注注意意事事項項（（告告知知義義務務等等））  
【ＰＴＡ団体傷害保険】 
 ●ご加入の際は、加入依頼書等の記載内容に間違いがないか十分ご確認ください。 
 ●加入依頼書等にご記入いただく内容は、損保ジャパンが公平な引受判断を行ううえで重要な事項となります。 
 ●ご契約者または被保険者には、告知事項（※）について、事実を正確にご回答いただく義務（告知義務）があります。 
   （※）「告知事項」とは、危険に関する重要な事項のうち、加入依頼書等の記載事項とすることによって損保ジャパンが告知を求めたものをいい、 

他の保険契約等に関する事項を含みます。 
   ＜告知事項＞この保険における告知事項は、次のとおりです。 
    ★他の保険契約等（※）の加入状況 ★ＰＴＡ会員の世帯数 
    （※）「他の保険契約等」とは、個人用傷害所得総合保険、傷害総合保険、普通傷害保険、家族傷害保険、交通事故傷害保険、ファミリー交通傷害保

険、積立傷害保険等、この保険契約の全部または一部に対して支払責任が同じである他の保険契約または共済契約をいいます。 
  ＊口頭でお話し、または資料提示されただけでは、告知していただいたことにはなりません。 
  ＊告知事項について、事実を記入されなかった場合または事実と異なることを記入された場合は、ご契約を解除することや、保険金をお支払いできない 
   ことがあります。 
 ●死亡保険金は被保険者の法定相続人にお支払いします。死亡保険金受取人について特定の方を定める場合は、所定の方法により被保険者の同意の確認手

続きが必要です。 
【ＰＴＡ賠償責任保険】 
  保険契約者または被保険者の方には、保険契約締結の際、告知事項について、損保ジャパンに事実を正確に告げていただく義務（告知義務）があ 

ります。 
  ■加入依頼書の記載事項すべて 
   保険契約締結の際、告知事項のうち危険に関する重要な事項について、故意または重大な過失によって事実を告げなかった場合または事実と異なること 
   を告げた場合には、ご契約を解除したり、保険金をお支払いできないことがあります。  

【ＰＴＡ役員プロテクト】  
 ○保険契約にご加入いただく際には、ご加入される方ご本人が署名または記名捺印ください。 
 ○加入依頼書等の記載内容が正しいか十分にご確認ください。 
(1)保険契約者または被保険者の方には、保険契約締結の際、告知事項について、損保ジャパンに事実を正確に告げていただく義務（告知義務）があります。  
  ＜告知事項＞  
 
 
 
(2)保険契約締結の際、告知事項について、故意または重大な過失によって事実を告げなかった場合または事実と異なることを告げた場合には、ご契約が解 
 除されたり、保険金をお支払いできないことがあります。 
  
３３．．ごご加加入入後後ににおおけけるる留留意意事事項項（（通通知知義義務務等等））   
【【ＰＰＴＴＡＡ団団体体傷傷害害保保険険・・ＰＰＴＴＡＡ賠賠償償責責任任保保険険】】   
 ご加入後、告知事項に変更が発生する場合、取扱代理店までご通知ください。ただし、その事実がなくなった場合は、ご通知いただく必要はありません。 
 ■加入依頼書の記載事項に変更が発生する場合（ただし、他の保険契約等に関する事実を除きます。） 
 （注）加入依頼書等に記載された事実の内容に変更を生じさせる事実が発生した場合で、その事実の発生が被保険者に原因がある場合は、あらかじめ 
    取扱代理店にご通知くだい。その事実の発生が被保険者の原因でない場合は、その事実を知った後、遅滞なく取扱代理店にご通知が必要となります。 
 ●ご通知いただいた内容に基づき、保険料を請求または返還します。追加保険料のお支払いがなかった場合やご通知がなかった場合は、ご契約を解除する

ことや、保険金を削減してお支払いすることがあります。 
 ●加入依頼書等記載の住所または通知先を変更された場合は、遅滞なく取扱代理店または損保ジャパンまでご通知ください。 
 ●ご加入内容の変更を希望される場合は、あらかじめ取扱代理店または損保ジャパンまでご通知ください。また、ご加入内容の変更に伴い保険料が変更と 

なる場合は、所定の計算により算出した額を返還または請求します。 
 ●団体から脱退される場合は、必ずご加入の窓口にお申し出ください。 
 ＜被保険者による解除請求（被保険者離脱制度）について＞ 
  被保険者は、この保険契約（その被保険者に係る部分にかぎります。）を解除することを求めることができます。お手続方法等につきましては、取扱代理 
  店または損保ジャパンまでお問い合わせください。 
 ＜重大事由による解除等＞ 
   ●保険金を支払わせる目的でケガをさせた場合や保険契約者、被保険者または保険金受取人が暴力団関係者、その他の反社会的勢力に該当すると認められ

た場合などは、ご契約を解除することや、保険金をお支払いできないことがあります。（PTA 団体傷害保険）  
 ＜他の身体障害または疾病の影響＞   
  ●すでに存在していたケガや後遺障害、病気の影響などにより、保険金をお支払いするケガの程度が重くなったときは、それらの影響がなかったものとし

て保険金をお支払いします。 
 
【【ＰＰＴＴＡＡ役役員員ププロロテテククトト】】   
(1)保険契約締結後、以下の事項に変更が発生する場合、あらかじめ（※）取扱代理店または損保ジャパンまでご通知ください。ただし、その事実がなくなっ 

た場合は、ご通知いただく必要はありません。 
 
  
 

（※）加入依頼書に記載された事実の内容に変更を生じさせる事実が発生した場合で、その事実の発生が被保険者に原因がある場合は、あらかじめ取扱代 
理店または損保ジャパンにご通知ください。その事実の発生が被保険者の原因でない場合は、その事実を知った後、遅滞なく取扱代理店または損保 
ジャパンにご通知が必要となります。（ただし、その事実がなくなった場合は、損保ジャパンに通知する必要はありません。）  

(2)以下の事項に変更があった場合にも、取扱代理店または損保ジャパンまでご通知ください。ご通知いただかないと、損保ジャパンからの重要なご連絡がで 
きないことがあります。 

  ■ご契約者（ご加入者）の住所などを変更される場合  
(3)ご通知やご通知に基づく追加保険料のお支払いがないまま事故が発生した場合、保険金をお支払いできないことやご契約が解除されることがあります。  
  ただし、変更後の保険料が変更前の保険料より高くならなかったときを除きます。  
(4)重大事由による解除等 
  保険契約者または被保険者が暴力団関係者、その他の反社会的勢力に該当すると認められた場合などは、ご契約を解除することや、保険金をお支払いでき 

ないことがあります。  
●この保険契約では、この保険契約と同種の保険契約等（この保険契約の全部または一部に対して支払責任が同じである他の保険契約または共済契約をいい 

ます。）がある場合に、責任割合相当分について、求償権を行使する場合があります。  
 

４４．．責責任任開開始始期期 
  保険責任は保険期間初日の午後４時に始まります。 
  ＊中途加入の場合は、毎月 20 日までの受付分は受付日の翌月１日（20 日過ぎの受付は受付日の翌々月１日）に保険責任が始まります。 
 
 

加入依頼書の記載事項すべて 

■加入依頼書の記載事項の変更   ＜例＞保険金額等ご契約内容を変更される場合  など 
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重重要要事事項項説説明明  ((続続きき))  
 

５５．．事事故故ががおおききたた場場合合のの取取扱扱いい   
【【ＰＰＴＴＡＡ団団体体傷傷害害保保険険・・ＰＰＴＴＡＡ賠賠償償責責任任保保険険】】   
●事故が発生した場合は、ただちに損保ジャパンまたは取扱代理店までご通知ください。事故の発生の日からその日を含めて３０日以内にご通知がない場合 

は、保険金の全額または一部をお支払いできないことがあります。 
●被保険者が法律上の賠償責任を負担される事故が発生した場合は、必ず損保ジャパンにご相談のうえ、交渉をおすすめください。事前に損保ジャパンの承 

認を得ることなく賠償責任を認めたり、賠償金をお支払いになったりした場合は、保険金の全額または一部をお支払いできないことがあります。 
 （注）示談交渉サービスはありません。相手の方との示談につきましては、損保ジャパンにご相談いただきながら被保険者ご自身で交渉をすすめて 

いただくことになります。      
●保険金のご請求にあたっては、以下に掲げる書類のうち、損保ジャパンが求めるものを提出してください。 

 
 必要となる書類 必要書類の例 

① 保険金請求書および保険金請求権者が確認できる書類 保険金請求書、印鑑証明書、戸籍謄本、委任状、代理請求申請書、住民票        など 

② 
事故日時・事故原因および事故状況等が確認できる書
類 

傷害状況報告書、就業不能状況報告書、事故証明書、メーカーや修理業者等からの原因調査報
告書                                      など 

③ 
傷害の程度、保険の対象の価額、損害の額、損害の程
度および損害の範囲、復旧の程度等が確認できる書類 

①被保険者の身体の傷害または疾病に関する事故、他人の身体の障害に関する賠償事故の場合 
死亡診断書（写）、死体検案書（写）、診断書、診療報酬明細書、入院通院申告書、治療費領
収書、診察券（写）、運転免許証（写）、レントゲン（写）、所得を証明する書類、休業損害
証明書、源泉徴収票、災害補償規定、補償金受領書                など 

②他人の財物の損壊に関する賠償事故の場合 
修理見積書、写真、領収書、図面（写）、被害品明細書、賃貸借契約書（写）、売上高等営業
状況を示す帳簿（写）                                                    など 

④ 保険の対象であることが確認できる書類 売買契約書(写)､保証書                                など 

⑤ 公の機関や関係先等への調査のために必要な書類 同意書                                        など 

⑥ 
被保険者が損害賠償責任を負担することが確認できる
書類 

示談書(※)､判決書(写)､調停調書(写)､和解調書(写)､相手の方からの領収書､承諾書     など 

⑦ 
損保ジャパンが支払うべき保険金の額を算出するため
の書類 

他の保険契約等の保険金支払内容を記載した支払内訳書                 など 

 
（※）保険金は、原則として被保険者から相手の方へ賠償金を支払った後にお支払いします。 
（注１）事故の内容またはケガの程度および損害の額等に応じ、上記以外の書類もしくは証拠の提出または調査等にご協力いただくことがあります。 
（注２）被保険者に保険金を請求できない事情がある場合は、ご親族のうち損保ジャパン所定の条件を満たす方が、代理人として保険金を請求できることが 

あります。 
●上記の書類をご提出いただく等、所定の手続きが完了した日からその日を含めて 30 日以内に、損保ジャパンが保険金をお支払いするために必要な事項の確 

認を終え、保険金をお支払いします。ただし、特別な照会または調査等が不可欠な場合は、損保ジャパンは確認が必要な事項およびその確認を終えるべき 
時期を通知し、お支払いまでの期間を延長することがあります。詳しい内容につきましては、損保ジャパンまでお問い合わせください。 

●ケガをされた場合等は、この保険以外の保険でお支払いの対象となる可能性があります。また、ご家族の方が加入している保険がお支払対象となる場合も 
あります。損保ジャパン・他社を問わず、ご加入の保険証券等をご確認ください。  

  
【【ＰＰＴＴＡＡ役役員員ププロロテテククトト】】   
●万一、保険金請求事故が発生した場合は、以下の対応を行ってください。保険契約者または被保険者が正当な理由なく以下の対応を行わなかった場合は、 

保険金の一部を差し引いてお支払いする場合があります。 
 １．以下の事項を遅滞なく書面で損保ジャパンまたは取扱代理店に通知してください。 
   ・事故発生の日時、場所、事故の状況 
 ２．損害の発生および拡大の防止に努めてください。 
 ３．他の保険契約や共済契約の有無および契約内容について、遅滞なく通知してください。 
 ４．上記の１．～３．のほか、損保ジャパンが特に必要とする書類（※）または証拠となるものを求めた場合は、遅滞なく、これを提出し、損保ジャパン 

の損害の調査に協力をお願いします。  
   （※）損保ジャパンが特に必要とする書類については、下記「事故時に必要となる書類」をご確認ください。  
●損保ジャパンは、被保険者が保険金請求の手続を完了した日から原則、３０日以内に保険金をお支払いします。ただし、以下の場合は、３０日超の日数を 

要することがあります。 
 ①公的機関による捜査や調査結果の照会   ②専門機関による鑑定結果の照会   ③災害救助法が適用された災害の被災地域での調査 
 ④日本国外での調査   ⑤事故の内容や根拠が特殊である場合 
  ※上記の①から⑤の場合、さらに照会や調査が必要となった場合、被保険者との協議のうえ、保険金支払の期間を延長することがあります。 
●保険契約者や被保険者が正当な理由なく、損保ジャパンの確認を妨げたり、応じなかった場合は、上記の期間内に保険金が支払われない場合がありますの 

でご注意ください。  
 
＜事故時に必要となる書類＞  
 
 必要となる書類 必要書類の例 

① 保険金請求書および保険金請求権者が確認できる書類  保険金請求書、戸籍謄本、印鑑証明書、委任状、住民票 など  

② 弁護士委任状  弁護士に対応を依頼した際の委任状  
 
（注１）事故の内容に応じ、上記以外の書類もしくは証拠の提出または調査等にご協力いただくことがあります。 
（注２）被保険者に保険金を請求できない事情がある場合は、ご親族のうち損保ジャパン所定の条件を満たす方が、代理人として保険金を請求できることが 

あります。  
 
６６．．保保険険金金ををおお支支払払いいででききなないい主主なな場場合合 
  本パンフレットの補償の内容【保険金をお支払いする主な場合とお支払いできない主な場合】をご確認ください。 
 
７７．．中中途途脱脱退退とと中中途途脱脱退退時時のの返返れれいい金金等等 
  この保険から脱退（解約）される場合は、ご加入の窓口にご連絡ください。ＰＴＡ団体傷害保険・ＰＴＡ賠償責任保険は、脱退（解約）に際して返れい 

金のお支払いはありません。ＰＴＡ役員プロテクトは、解約の条件によっては、損保ジャパンの定めるところにより保険料を返還、または未払保険料を 
請求させていただくことがあります。詳しくは取扱代理店または損保ジャパンまでお問い合わせください。 

  （注）ご加入後、被保険者が死亡された場合は、その事実が発生した時にその被保険者に係る部分についてご契約は効力を失います。 
     また、死亡保険金をお支払いするべきケガによって被保険者が死亡された場合、その保険金が支払われるべき被保険者の保険料を返還しません。     
     詳しい内容につきましては、取扱代理店または損保ジャパンまでお問い合わせください。 
８８．．保保険険会会社社破破綻綻時時のの取取扱扱いい   
        引受保険会社が経営破綻した場合または引受保険会社の業務もしくは財産の状況に照らして事業の継続が困難となり、法令に定める手続きに基づきご契  
   約条件の変更が行われた場合は、ご契約時にお約束した保険金・解約返れい金等のお支払いが一定期間凍結されたり、金額が削減されることがあります。 
    ●ＰＴＡ団体傷害保険は損害保険契約者保護機構の補償対象となりますので、引受保険会社が経営破綻した場合は、以下のとおり補償されます。 
    （１）保険期間が１年以内の場合は、保険金・解約返れい金等の８割まで（ただし、破綻時から３か月までに発生した事故による保険金は全額）が補償 

されます。 
    （２）保険期間が１年を超える場合は、保険金・解約返れい金等の９割（注）までが補償されます。 
     （注）保険期間が５年を超え、主務大臣が定める率より高い予定利率が適用されているご契約については、追加で引き下げとなることがあります。 
  ●ＰＴＡ賠償責任保険およびＰＴＡ役員プロテクトは、ご契約者が個人、小規模法人（経営破綻時に常時使用する従業員等の数が２０名以下である法人 

をいいます。）またはマンション管理組合（以下あわせて「個人等」といいます。）である場合にかぎり、損害保険契約者保護機構の補償対象となりま  
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制制  

度度  

全全  

般般 

   す。補償対象となる保険契約については、引受保険会社が経営破綻した場合は、保険金・返れい金等の８割まで（ただし、破綻時から３か月までに発 
生した事故による保険金は全額）が補償されます。 

    なお、ご契約者が個人等以外の保険契約であっても、その被保険者である個人等がその保険料を実質的に負担すべきこととされているもののうち、そ 
の被保険者にかかる部分については、上記補償の対象となります。損害保険契約者保護機構の詳細につきましては取扱代理店または損保ジャパンまで 
お問い合わせください。 

 
９９．．個個人人情情報報のの取取扱扱いいににつついいてて   
  ○保険契約者（団体）は、本契約に関する個人情報を、損保ジャパンに提供します。 

○損保ジャパンは、本契約に関する個人情報を、本契約の履行、損害保険等損保ジャパンの取り扱う商品・各種サービスの案内・提供、等を行うために 
     取得・利用し、その他業務上必要とする範囲で、業務委託先、再保険会社、等（外国にある事業者を含みます。）に提供等を行う場合があります。また、 
     契約の安定的な運用を図るために、加入者および被保険者の保険金請求情報等を契約者に対して提供することがあります。なお、保健医療等のセンシ 

ティブ情報（要配慮個人情報を含みます。）の利用目的は、法令等に従い、業務の適切な運営の確保その他必要と認められる範囲に限定します。 
      個人情報の取扱いに関する詳細（国外在住者の個人情報を含みます。）については損保ジャパン公式ウェブサイト（https://www.sompo-japan.co.jp/） 

をご覧いただくか、取扱代理店または損保ジャパンまでお問い合わせください。 
申込人（加入者）および被保険者は、これらの個人情報の取扱いに同意のうえ、ご加入ください。 

 
 

よよくくああるる質質問問  
 

  
  

Ｑ１ 保険開始は 7 月 1 日だけど、新入生は対象となりますか？ 

Ａ１ ななりりまますす。。在在校校生生がが保保険険対対象象ととななるるとと解解釈釈ししててくくだだささいい。。  

Ｑ２ 熱中症は、対象となりますか？ 

Ａ２ 対対象象外外でですす。。  

Ｑ３ 約款は、オンラインで閲覧可能ですか？ 

Ａ３ 対対応応ししてていいまませせんん。。閲閲覧覧ごご希希望望のの際際はは取取扱扱代代理理店店ままででおお問問いい合合わわせせくくだだささいい。。  

  

Ｑ４ 保険申込の世帯数に教職員は含みますか？ 

Ａ４ 含含みみまませせんん。。父父母母会会員員のの世世帯帯数数ででごご申申告告くくだだささいい（（生生徒徒のの総総人人数数ででははあありりまませせんん））。。教教職職員員はは世世帯帯数数にに含含みみまま

せせんんがが、、保保険険のの対対象象ととななりりまますす。。  

Ｑ５ PTA 行事への参加が事前に認められている方とは、具体的にどのようなケースですか？  

Ａ５ 例例ええばば、、PPTTAA とと自自治治会会がが共共催催すするる祭祭事事でで、、そそのの自自治治会会のの会会員員ががケケガガををししたた場場合合がが補補償償対対象象ととななりりまますす。。  

Ｑ６ バレーボール大会に参加する OB やコーチは、保険対象となりますか？ 

Ａ６ 飛飛びび入入りりのの参参加加者者はは対対象象外外でですすがが、、「「PPTTAA 行行事事」」ととししてて名名簿簿にに記記載載さされれてていいるる方方はは対対象象ととななりりまますす。。  

Ｑ７ バレーボール大会に向けて練習している場合は対象となりますか？ 

Ａ７ 不不定定期期にに開開催催さされれてていいるる練練習習はは対対象象外外でですすがが、、PPTTAA 行行事事ととししてて親親睦睦目目的的でで年年間間ススケケジジュューールルにに組組みみ込込ままれれてていい

るる場場合合ななどどがが対対象象ととななりりまますす。。  

Ｑ８ ケガをした際は、写真や場所などの報告が必要でしょうか？また診断書なども必要でしょうか？ 

Ａ８ 事事故故報報告告書書ののごご提提出出後後、、保保険険会会社社よよりり必必要要にに応応じじててごご準準備備いいたただだくくここととももあありりまますす。。事事故故のの報報告告はは電電話話ででもも

承承っってておおりりまますす。。たただだしし受受取取るる保保険険金金額額がが 3300 万万円円をを越越ええなないいととききはは診診断断書書はは不不要要でですす。。（（3300 万万円円以以下下ででああっっ

ててもも、、治治療療内内容容等等にによよっっててはは診診断断書書等等ののごご提提出出がが必必要要なな場場合合ももあありりまますす。。））  

Ｑ９ PTA 保護者会員の茶話会・懇親会などでの食中毒は保険の対象になりますか？ 

Ａ９ ＰＰＴＴＡＡがが認認めめたた（（主主催催ししたた））茶茶話話会会・・懇懇親親会会のの場場合合にに対対象象ととななりりまますす。。ＰＰＴＴＡＡのの会会員員（（保保護護者者とと教教師師等等））がが

任任意意でで集集ままっったた会会合合等等はは対対象象ととななりりまませせんん。。  

  Ｑ10 PTA 賠償において、児童間で加害者・被害者が発生した場合はどうなりますか？ 

Ａ10 補補償償のの対対象象外外でですす。。本本補補償償はは「「ＰＰＴＴＡＡ」」がが法法律律上上のの賠賠償償責責任任をを負負っったた場場合合のの保保険険でですす。。つつままりり第第三三者者へへのの賠賠

償償をを目目的的ととししてておおりり、、児児童童間間はは当当事事者者同同士士とといいうう解解釈釈ととななるるたためめでですす。。  

  
Ｑ11 そもそもどういう保険ですか？ 

Ａ11 単単にに壊壊れれたたももののをを修修復復ししたたりり、、買買いい替替ええ費費用用ののたためめのの保保険険ででははあありりまませせんん。。加加害害者者・・被被害害者者がが明明確確にに存存在在しし、、

加加害害者者がが法法律律上上のの賠賠償償責責任任をを負負っったたととききにに被被るる損損害害をを補補償償すするる保保険険でですす。。  

Ｑ12 バレーボールの授業中、ボールが眼鏡にあたって壊れた場合は対象となりますか？ 

Ａ12 授授業業中中はは、、学学校校のの管管理理下下ににおおけけるる事事故故でであありり、、加加害害者者・・被被害害者者をを特特定定すするるよよううなな法法律律的的なな賠賠償償責責任任はは発発生生しし

なないいケケーーススがが多多いいたためめ、、一一般般的的ににはは保保険険のの対対象象外外でですす。。  

Ｑ13 野球部員が打った打球が、テニス部員の頭部にあたってケガをした場合、その治療費は対象となりますか？ 

Ａ13 ススポポーーツツ中中ののけけががはは、、加加害害者者・・被被害害者者をを特特定定すするるよよううなな賠賠償償責責任任がが問問わわれれなないいケケーーススがが一一般般的的でですす。。たただだしし、、

野野球球部部員員のの生生徒徒、、親親御御ささんんががテテニニスス部部員員のの生生徒徒・・親親御御ささんんにに謝謝罪罪すするるななどどのの教教育育上上のの配配慮慮はは必必要要ななケケーーススでで

すす。。  

Ｑ14 休み時間中にじゃれあっているときに、学校の窓ガラスを割ってしまった場合は？ 

Ａ14 じじゃゃれれああっってていいるる生生徒徒ささんんがが過過失失認認定定ととななるるとと、、法法律律的的なな賠賠償償責責任任がが発発生生すするるののでで、、保保険険のの対対象象ととななりりまますす。。  

Ａ15 インタ－ンシップ中、職場体験実習中に商品を壊してしまった場合は？ 

Ｑ15 生生徒徒ささんんがが過過失失認認定定ととななるるとと、、法法律律的的なな賠賠償償責責任任がが発発生生すするるののでで、、保保険険のの対対象象ととななりりまますす。。  

Ｑ16 プライベートで自転車に乗っているときに、歩行者に後ろから追突し、相手方が受傷した場合は？ 

Ａ16 生生徒徒ささんんがが過過失失認認定定ととななるるとと、、法法律律的的なな賠賠償償責責任任がが発発生生すするるののでで、、保保険険のの対対象象ととななりりまますす。。  

Ｑ17 同居の親族は補償範囲に含みますか？ 

Ａ17 同同じじ中中学学校校にに通通学学すするる兄兄弟弟姉姉妹妹ののみみ含含みみまますす。。  
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重重要要事事項項説説明明  ((続続きき))  
 

５５．．事事故故ががおおききたた場場合合のの取取扱扱いい   
【【ＰＰＴＴＡＡ団団体体傷傷害害保保険険・・ＰＰＴＴＡＡ賠賠償償責責任任保保険険】】   
●事故が発生した場合は、ただちに損保ジャパンまたは取扱代理店までご通知ください。事故の発生の日からその日を含めて３０日以内にご通知がない場合 

は、保険金の全額または一部をお支払いできないことがあります。 
●被保険者が法律上の賠償責任を負担される事故が発生した場合は、必ず損保ジャパンにご相談のうえ、交渉をおすすめください。事前に損保ジャパンの承 

認を得ることなく賠償責任を認めたり、賠償金をお支払いになったりした場合は、保険金の全額または一部をお支払いできないことがあります。 
 （注）示談交渉サービスはありません。相手の方との示談につきましては、損保ジャパンにご相談いただきながら被保険者ご自身で交渉をすすめて 

いただくことになります。      
●保険金のご請求にあたっては、以下に掲げる書類のうち、損保ジャパンが求めるものを提出してください。 

 
 必要となる書類 必要書類の例 

① 保険金請求書および保険金請求権者が確認できる書類 保険金請求書、印鑑証明書、戸籍謄本、委任状、代理請求申請書、住民票        など 

② 
事故日時・事故原因および事故状況等が確認できる書
類 

傷害状況報告書、就業不能状況報告書、事故証明書、メーカーや修理業者等からの原因調査報
告書                                      など 

③ 
傷害の程度、保険の対象の価額、損害の額、損害の程
度および損害の範囲、復旧の程度等が確認できる書類 

①被保険者の身体の傷害または疾病に関する事故、他人の身体の障害に関する賠償事故の場合 
死亡診断書（写）、死体検案書（写）、診断書、診療報酬明細書、入院通院申告書、治療費領
収書、診察券（写）、運転免許証（写）、レントゲン（写）、所得を証明する書類、休業損害
証明書、源泉徴収票、災害補償規定、補償金受領書                など 

②他人の財物の損壊に関する賠償事故の場合 
修理見積書、写真、領収書、図面（写）、被害品明細書、賃貸借契約書（写）、売上高等営業
状況を示す帳簿（写）                                                    など 

④ 保険の対象であることが確認できる書類 売買契約書(写)､保証書                                など 

⑤ 公の機関や関係先等への調査のために必要な書類 同意書                                        など 

⑥ 
被保険者が損害賠償責任を負担することが確認できる
書類 

示談書(※)､判決書(写)､調停調書(写)､和解調書(写)､相手の方からの領収書､承諾書     など 

⑦ 
損保ジャパンが支払うべき保険金の額を算出するため
の書類 

他の保険契約等の保険金支払内容を記載した支払内訳書                 など 

 
（※）保険金は、原則として被保険者から相手の方へ賠償金を支払った後にお支払いします。 
（注１）事故の内容またはケガの程度および損害の額等に応じ、上記以外の書類もしくは証拠の提出または調査等にご協力いただくことがあります。 
（注２）被保険者に保険金を請求できない事情がある場合は、ご親族のうち損保ジャパン所定の条件を満たす方が、代理人として保険金を請求できることが 

あります。 
●上記の書類をご提出いただく等、所定の手続きが完了した日からその日を含めて 30 日以内に、損保ジャパンが保険金をお支払いするために必要な事項の確 

認を終え、保険金をお支払いします。ただし、特別な照会または調査等が不可欠な場合は、損保ジャパンは確認が必要な事項およびその確認を終えるべき 
時期を通知し、お支払いまでの期間を延長することがあります。詳しい内容につきましては、損保ジャパンまでお問い合わせください。 

●ケガをされた場合等は、この保険以外の保険でお支払いの対象となる可能性があります。また、ご家族の方が加入している保険がお支払対象となる場合も 
あります。損保ジャパン・他社を問わず、ご加入の保険証券等をご確認ください。  

  
【【ＰＰＴＴＡＡ役役員員ププロロテテククトト】】   
●万一、保険金請求事故が発生した場合は、以下の対応を行ってください。保険契約者または被保険者が正当な理由なく以下の対応を行わなかった場合は、 

保険金の一部を差し引いてお支払いする場合があります。 
 １．以下の事項を遅滞なく書面で損保ジャパンまたは取扱代理店に通知してください。 
   ・事故発生の日時、場所、事故の状況 
 ２．損害の発生および拡大の防止に努めてください。 
 ３．他の保険契約や共済契約の有無および契約内容について、遅滞なく通知してください。 
 ４．上記の１．～３．のほか、損保ジャパンが特に必要とする書類（※）または証拠となるものを求めた場合は、遅滞なく、これを提出し、損保ジャパン 

の損害の調査に協力をお願いします。  
   （※）損保ジャパンが特に必要とする書類については、下記「事故時に必要となる書類」をご確認ください。  
●損保ジャパンは、被保険者が保険金請求の手続を完了した日から原則、３０日以内に保険金をお支払いします。ただし、以下の場合は、３０日超の日数を 

要することがあります。 
 ①公的機関による捜査や調査結果の照会   ②専門機関による鑑定結果の照会   ③災害救助法が適用された災害の被災地域での調査 
 ④日本国外での調査   ⑤事故の内容や根拠が特殊である場合 
  ※上記の①から⑤の場合、さらに照会や調査が必要となった場合、被保険者との協議のうえ、保険金支払の期間を延長することがあります。 
●保険契約者や被保険者が正当な理由なく、損保ジャパンの確認を妨げたり、応じなかった場合は、上記の期間内に保険金が支払われない場合がありますの 

でご注意ください。  
 
＜事故時に必要となる書類＞  
 
 必要となる書類 必要書類の例 

① 保険金請求書および保険金請求権者が確認できる書類  保険金請求書、戸籍謄本、印鑑証明書、委任状、住民票 など  

② 弁護士委任状  弁護士に対応を依頼した際の委任状  
 
（注１）事故の内容に応じ、上記以外の書類もしくは証拠の提出または調査等にご協力いただくことがあります。 
（注２）被保険者に保険金を請求できない事情がある場合は、ご親族のうち損保ジャパン所定の条件を満たす方が、代理人として保険金を請求できることが 

あります。  
 
６６．．保保険険金金ををおお支支払払いいででききなないい主主なな場場合合 
  本パンフレットの補償の内容【保険金をお支払いする主な場合とお支払いできない主な場合】をご確認ください。 
 
７７．．中中途途脱脱退退とと中中途途脱脱退退時時のの返返れれいい金金等等 
  この保険から脱退（解約）される場合は、ご加入の窓口にご連絡ください。ＰＴＡ団体傷害保険・ＰＴＡ賠償責任保険は、脱退（解約）に際して返れい 

金のお支払いはありません。ＰＴＡ役員プロテクトは、解約の条件によっては、損保ジャパンの定めるところにより保険料を返還、または未払保険料を 
請求させていただくことがあります。詳しくは取扱代理店または損保ジャパンまでお問い合わせください。 

  （注）ご加入後、被保険者が死亡された場合は、その事実が発生した時にその被保険者に係る部分についてご契約は効力を失います。 
     また、死亡保険金をお支払いするべきケガによって被保険者が死亡された場合、その保険金が支払われるべき被保険者の保険料を返還しません。     
     詳しい内容につきましては、取扱代理店または損保ジャパンまでお問い合わせください。 
８８．．保保険険会会社社破破綻綻時時のの取取扱扱いい   
        引受保険会社が経営破綻した場合または引受保険会社の業務もしくは財産の状況に照らして事業の継続が困難となり、法令に定める手続きに基づきご契  
   約条件の変更が行われた場合は、ご契約時にお約束した保険金・解約返れい金等のお支払いが一定期間凍結されたり、金額が削減されることがあります。 
    ●ＰＴＡ団体傷害保険は損害保険契約者保護機構の補償対象となりますので、引受保険会社が経営破綻した場合は、以下のとおり補償されます。 
    （１）保険期間が１年以内の場合は、保険金・解約返れい金等の８割まで（ただし、破綻時から３か月までに発生した事故による保険金は全額）が補償 

されます。 
    （２）保険期間が１年を超える場合は、保険金・解約返れい金等の９割（注）までが補償されます。 
     （注）保険期間が５年を超え、主務大臣が定める率より高い予定利率が適用されているご契約については、追加で引き下げとなることがあります。 
  ●ＰＴＡ賠償責任保険およびＰＴＡ役員プロテクトは、ご契約者が個人、小規模法人（経営破綻時に常時使用する従業員等の数が２０名以下である法人 

をいいます。）またはマンション管理組合（以下あわせて「個人等」といいます。）である場合にかぎり、損害保険契約者保護機構の補償対象となりま  
 



【ご加入内容確認事項】 

本確認事項は､万一の事故の際にお客さまに安心して保険をご利用いただくために､ご加入いただく保険商品がお客さまのご意向に沿っていること､ご加入 

いただくうえで特に重要な事項を正しくご記入いただいていること等をお客さまご自身に確認していただくためのものです｡お手数ですが､以下の事項に 

ついて､再度ご確認ください｡なお､ご確認にあたりご不明な点がございましたら､パンフレットに記載の問い合わせ先までご連絡ください｡ 
  
１１．．保保険険商商品品のの次次のの補補償償内内容容等等がが、、おお客客ささままののごご意意向向にに沿沿っってていいるるかかををごご確確認認くくだだささいい｡｡  

□補償の内容(保険金の種類)、セットされる特約     □保険金額 
□保険期間     □保険料、保険料払込方法     □満期返れい金・契約者配当金がないこと 

  
２２．．ごご加加入入いいたただだくく内内容容にに誤誤りりががなないいかかををごご確確認認くくだだささいい｡｡  

以下の項目は､保険料を正しく算出したり､保険金を適切にお支払いしたりする際に必要な項目です｡内容をよくご確認ください(告知事項について､正し
く告知されているかをご確認ください｡)。 
□パンフレットに記載の｢他の保険契約等｣について､正しく告知されているかをご確認いただきましたか｡ 
□世帯数などに誤りはありませんか。 

  
３３．．おお客客ささままににととっってて重重要要なな事事項項((契契約約概概要要ののごご説説明明・・注注意意喚喚起起情情報報ののごご説説明明のの記記載載事事項項))ををごご確確認認いいたただだききままししたたかか｡｡  

□特に｢注意喚起情報のご説明｣には､｢保険金をお支払いできない主な場合｣等お客さまにとって不利益となる情報や､｢告知義務・通知義務｣が記載されて
いますので必ずご確認ください｡ 

 
 

保保険険金金ののおお支支払払いいのの例例  
 

●PTA 主催のソフトボール大会試合中に転倒して骨盤を骨折し､入院し手術(観血手術)を受け、通院した｡(入院保険金､手術保険金､通院保険金) 
●水泳大会を開催中､児童が死亡し監督上の責任を問われた｡(賠償) 
●映画会を主催したところ､入場者多数のため将棋倒しとなりケガ人がでた｡(賠償) 
●学校から借りたバレーボールネットが盗まれた｡(賠償) 
※実際のお支払いは、ご加入の内容やおケガの状態等により異なります。 
 
 

事事故故がが発発生生ししたた場場合合はは．．．．．．  
 

①①事事故故発発生生ののごご連連絡絡  

事故が発生した場合は、すぐに加入者証をご用意のうえ、以下の方法でご連絡ください。 
 
＜＜電電話話のの場場合合＞＞  
加入者証をご用意のうえ、下記「事故サポートセンター」までご連絡ください。 

【【事事故故ササポポーートトセセンンタターー】】00112200--772277--111100（受付時間：２４時間３６５日） 
     
＜＜メメーールルのの場場合合＞＞  
加入者証をご参照のうえ、別紙「ＰＴＡ行事総合補償プラン事故報告書（兼行事参加中証明書）」をご記入いただき、損保ジャパンまで送付ください。 

―送付先― 
傷害・賠償：損害保険ジャパン株式会社 本店企業保険金サービス部団体保険金サービス第二課  
メールアドレス：DEPTFS58@sompo-japan.co.jp 

メール件名：PTA 行事総合補償プラン事故報告 
 

②②保保険険金金請請求求手手続続きき  

損保ジャパンから保険金請求に必要な書類を送付しますので、ご記入いただき、必要書類を添えて損保ジャパンまでご返送願います。 
請求書類上に、PTA 会長の証明が必要となります。※すでに別紙の「PTA 行事総合補償プラン事故報告書兼行事参加中証明書」をメールいただき、PTA
会長の証明がある場合は不要です。 

  
 

 
 

 
本制度の内容・ご加入手続き等のお問い合わせ先 

株株式式会会社社セセゾゾンン保保険険ササーービビスス  TTEELL：：0033--33998888--11552266  
お問い合わせ先 (保険会社等の相談・苦情・連絡窓口) 

 
取扱代理店  株株式式会会社社セセゾゾンン保保険険ササーービビスス  

〒170-0013 東京都豊島区東池袋 4-21-1 アウルタワー４階  TEL 03-3988-1526：FAX 03-3985-8237 
受付時間 平日の午前９時から午後５時 30 分まで 

 
引受保険会社 損損害害保保険険ジジャャパパンン株株式式会会社社  公公務務文文教教営営業業部部  文文教教室室  

〒160-8338 東京都新宿区西新宿 1-26-1 損保ジャパン本社ビル 12F   
TEL 03-3349-4679 FAX 03-3348-0238 
受付時間 平日の午前９時から午後５時まで 

 
●保保険険会会社社ととのの間間でで問問題題をを解解決決ででききなないい場場合合（（指指定定紛紛争争解解決決機機関関））    

損保ジャパンは、保険業法に基づく金融庁長官の指定を受けた指定紛争解決機関である一般社団法人日本損害保険協会と手続実施基 

本契約を締結しています。損保ジャパンとの間で問題解決できない場合は、一般社団法人日本損害保険協会に解決の申し立てを行う 
ことができます。 

一般社団法人日本損害保険協会 そんぽＡＤＲセンター  
電話番号 0570-022808〔ﾅﾋﾞﾀﾞｲﾔﾙ〕＜通話料有料＞ 
(受付時間：平日の午前 9時 15 分から午後 5 時まで) （土・日・祝日・年末年始は休業） 

詳しくは、一般社団法人日本損害保険協会のホームページをご覧ください。(https://www.sonpo.or.jp/) 

 
 
 
 
 

●取扱代理店は引受保険会社との委託契約に基づき､お客さまからの告知の受領､保険契約の締結・管理業務等の代理業務を行っております｡したがいまして､
取扱代理店とご締結いただいて有効に成立したご契約につきましては､引受保険会社と直接契約されたものとなります｡ 

●このパンフレットは概要を説明したものです｡詳細につきましては、ご契約者である団体の代表者の方にお渡ししております約款等に記載しています。  

 必要に応じて、団体までご請求いただくか、損保ジャパン公式ウェブサイト（https://www. sompo-japan.co.jp/）でご参照ください（ご契約内容が異なっ 
 ていたり、公式ウェブサイトに約款・ご契約のしおりを掲載していない商品もあります｡）。  

 ご不明点がある場合には、取扱代理店または損保ジャパンまでお問い合わせください。  

●加入者証は大切に保管してください｡また､3 か月を経過しても加入者証が届かない場合には､損保ジャパンまでご照会ください｡ 
SJ24-00351 （2024/4/9） 


